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北村幸一郎氏



北村幸一郎氏の業 績

北村宗一郎翁は、御;iて本幸吉翁に次いですでに明治後期に真珠の養殖をはじめた開拓者

の一人であり、この同翁に高島来五郎翁をあわせて業界の三傑とされている。

ところで、北村翁が養殖に手を染めたさ均時はいうまでもなく半円真珠の時代であった

が、まず翁が当面したったきなできごとは、同じ頃に中目前後して同様養殖に着手した長束ー七

邸、北村重ffの両氏とともに、御木本翁の半円真珠養箔に関する特許第2670毛jを侵干与する

ものとして提訴されたところの刑事率引二で、あった。これがし、わゆる特許係争の発端であ

り、刑事事件の被告の立均に立たされた北村翁等また数度にわたり同特許の特許権利(あ

るいは特許無効)務判を請求してこれに応ずる等、同特許をめぐる争いは数年にわたりく

りひろげられるのである。この最終的な解決は、ょうやく大正元年11月5日に至り大容院

判決において北村翁等の無罪確定をもって終るので、あるが、この係争の解決について、当

時の関係者の一人見瀬辰平氏は後年大正米に至り「共の後作府県に真珠養奈良:事業の続発し

たる倫今日真珠界のプご発展したるJ契機として 1真珠養殖界の為め燦貸して止まざる一大

壮挙なり Jと回顧している。

その後北村翁は、速く高知県須崎あるいは九州対的こ進出して漁場を開拓し、また真珠

の仲買、加工、輸出にも手をひろげて今日の北村真政株式会社の基礎を築きあげた{也、公

人としては、六日本真珠組合組合長、日本真珠イii'!同組合役員、日本養殖真珠水産組合評議

員さらに[111組令長、日本真珠販売統(1)1]株式会社代表取締役、日本合1，，1真珠株式会社取締役

等を歴任、?古に業者団体の中心としてわが国真珠養殖業の発肢の際史の中に煮要な地イケを

占めている。

北村幸一郎氏略年譜

慶応2年(1866) 12月11日三重県度会郡南海村大字迫間湖、北村市兵衛(北村分家)の
長男として生れる。

明治20年(1887) 北村本家へ婿養子として入籍、北村家の本業たる醸造業、L[j林業、差是
業に併事^ (つη才1

明治34年(1叩1) 恕11M迫間滞において奥多記事業に着手。 (34才)
明治37年(1904) 半円真珠の特許ー権侵議の理由に依り御木本辛苦氏より訴訟され

る。 (37::t)
明治44年(1911) 12月7日度会君1¥鵜倉村カサヲギ池において真珠養絡に務手。 (45才)
大正元年(1912) 11月5臼大容院判決をもってかねて係争中の特許権侵祭事件の最終的

解決を見る。 (45才)
六五2~f (1913) 特許権侵害事件の最終的解決を見たので三重県北牟妻郡長島町および

長崎県立、J馬に進出本絡的真珠の養摘に入る。 (46才)

昭和4/<f(1929) 真珠販売のため神戸市葺合区旗塚通りに活舗を設ける。 (63才)
昭和15年(1930) 高知県須崎湾へ養殖場を開く。 (63才)

昭和6年(1931) 照舗を旗塚通りより館内6T悶に移転し真珠の加工鋭びに海外との貿
易を開始する。 (65才)

昭和12年(1937) 日木養殖真珠水産組合の組合長となる。 (70才) 同14年辞任。c72才)

昭和15年(1940) 日本真珠販売統制株式会社代表取締役就任。 (73才)

同21年辞任。 (79才)
昭和26年(1951) 鹿児島県久志湾において黒蝶介の養子直に?苦手する。 (84才)

昭和28年(1953) 4月四日郷里において没。 (86才)

(北村真珠株式会社提供資料、小関信章「戦前における真珠団体の変遷J水産時報真珠特

集号、その他の資糾による。}



業業1界;の現現i況況1:;防(

再ゐbそ冬与九Jλえ
(:Î:[I.~i'~珠養殖漁業協[í û組公副籾長理事:)

養殖業界に於きましては、全国真珠養殖漁業協同組合というも
のがありますが、これがどの様な仕事をしているか、又折角の

会でありますから業界会般に渉って輸出の状態がどうなってい
るか、叉今後の見通しとし、う様な事を、 n分の意見を折り込み
まして皆さんに聞いて頂さ-tこし、と思います。※

1.全国真珠漁協の共販制度の危機とその打開策の実行状況

御存知の隊iこ今、組合で一番の仕事としてやっているのは共服、即ち翼珠を

漁協が預りまして、iI1'価を安定させるという意味でしばらくプールしておきま

してぽつぽつネックレス業者に売るという仕事をしております。これは昭和30

年から始めたのですが、それ以前の事を考えてみますと、戦争前には、真珠の

生践が日目和17，8年頃で3.000貫というのが最高でしたが、この3.000貫という生

産ーがあって相当真珠が値下がりするという、同じ様な版史をくり返しているの

ですが、過剰生産になったという事があります。その中戦争が始まりましたが

戦後、輸出産業の花形となりスタートして参ったのですが、段々と生産が増え

て明和29年になって始めて4.000員、約30曜の生産がありました時は、新しく

アメリカという得意先が加わったので、すが、それでも尚旦、白分等が思う様に

作って勝手にやるという様な事では京珠の相場は保てないという所迄、行きづ

まった訳であります。この為11月の入札会をとり j上.めるという事になって慌て

L賢島で総会を聞いて、如何にして業界の剣u，局を打破しょうかという事を討議

した結果、農中の資金を借りて、組合へ一千に品物を集めて売るという共同販

売制度が初めて出来た訳です。

昭和130年に第 l回の共販をやりまして、見事iに市仰が安定したと申しても過

言でない程の成総を上げ、ました。市価が安定して来ると皆さん方が依るから養

殖の仕事を始めるのは当然の事であります。相当、各i'~g に ~ç珠業者が増えまし

耳目 1959年5月31日 三Fi与所、南海地区研究会講演録TT
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て、又古い業者も事業を拡大して来たという様な格好で 4ヶ年経ちましたがそ

の間買取の方は一定の値を決めてどんどんと組合が引受けて来、作る方は野欣

Lであるのでその結果は誰れが考えても行き詰りが来るのは、わかりきった事

ですが、幸い真珠の仕事は母介が天然の生産品であるとか、或いは漁場が制限

されるとかで他の産業と還って直ちには増産という事に向かわなかった訳であ

ります。

漸く 2年程前に厘珠が少し余った時があります。その時には麗珠業者が打撃

を受けた訳ですが、昨年度は御存知の様に生産が5、6ミリに集中して、このサ

イズが多数出来、生産高総体の 8割を占めるアンパランスが出来ました。これ

は業界にどのサイズがどれだけ必要で、それをどうして作ろうという計画も何

もなくて、思い思いにやった結果、戎いは、厘珠が悪いからなるべく大きいも

のをやろうといった結果がふ 6ミリに集中されたと云えましょう。

次にストックにつきまして…

約12憶がありまして、とても今年度中に売り捌く事は、むづかしいという重

大な危機に直面しました。昭和29年第一次の危機をヒまわるもので3月18日に

全国漁協の役員会を聞きましてその封策を協議しました。

その際、山本勝氏にも来て頂きまして、真珠の現況とか、将来性について卒

直に話して頂いて相談した結果、役員会の意見では、生産を規制しないで、こ

のま L行くのはとても駄目だろうという結論に達したのであります。

そこでこの事情をよく組合員の皆さんに知って頂く為3月の下匂にかけ手分

けして、先づ五ケ所地区を皮切りに各ブロックへ行って、ありのま Lの話を皆

さんに申上げて、こういうストックの欣態である事から、どうしてやろう、

又、役員会ではこの様な意見も出たのだという事等、皆さんにすっかり問題を

投げかけて共に考えて頂こうという方法をとった訳であります。

その結果、各地ほとも殆んど間ーの結論に達しまして、どうしても今年l士、

5、6ミリは、{乍らない様にする事が一番よかろう。唯しかし、 5、6ミリを作ら

ないという丈で、今の海の吠慾では売れるからと云って大きいものをすぐ作る

のは、とてもむづかしいので、自然厘珠に移って行くだろう。こうすれば l年

で生産超過になるのは明らかである。こういう事から、此処に於いて生産制限

しなければならないという事になったのであります。

又買取をやって値が安定した結果、妙な問題が起き、加工業者が非常に品物

を買いにく Lなった時代がありました。その結果大きい業者A が、なるべく養殖

業者から買わなくても、ネックレスが出来る様、 5、6ミリその他のサイズを生

産して来ました。が、これらの加工業者に5、6ミリを作るのを止めて頂いて、
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これを一般養殖業者から買うという様に切替えて欲しいという事を皆さんから

要望された訳で、あります。

生産規制をどの様に具体化するかという事について種々問題が出たわけであ

りますが、階、単に 3割減産しましようと云っても、なかなか減らないだろうと

思います。これをどの様にご子をつけるかといえば、季節を切るより方法がない

だろうという事になり、その問、種々迂余泊折がありましたが、 1年の作業期

間を 4ヶ月半にする事に決まりました。幸い 4月の中Jl:J境問は、殆んど予想以

上に効果が上がりま Ltこ。この事は末端迄、業界の深刻なH-k況というものを認

してmいた結巣だろうと我々も非常に喜一んでいる次第です。

、生産規制という事がいつやってもむづかしくて出来ないものだと云わ

れて来て、今年初めて第一歩を踏み出したのですが、先づ目標としては、生産

制限の 3割程度は 4ヶ汀半の作業期間で切って達成する。そして、 5、6ミリの

集荷は、作るなと云っても他人の哀をかいて作る人がおりますので、口先丈で

なく、 5、6ミリを作ったら損をするのだという、余り潔いやり方ではありませ

んが、そういう集荷方法をやる以外、はないだろう。その為には、 5、6ミYの珠

は、ハナ珠は去年同様に買うにしても、中級品以下のもの、或いは薄いものは

して…具体的な方法は決まっておりませんヵ:…いきたいと思います。

このほ:にして5、6ミリの生直な減らして符かねばしょうがないだろうという

殺にはっきりと割り切っている次第であります。この事i'i非難されても尚且、

る予定でおります。

一方、大きい業者の問でも、他府県では)番大きいのが、九州その他、和歌

山、四国等あり、大村汚の業者には、我々が参りまして呼びかけました所が、

この 4ヶ月半をもう少し定かくして 3ヶ月佼にしたらどうかという意見もあり

ましたが、とにかく主旨には質成して呉れまして向調する言互になりました。和

歌山県でも組合民が参りまして皆さんによく諒解して貰っております。

ところが、愛媛、高知υ、各県は研んど三重県の大きい業者が行って作業して

いるので、大きい業者数人に、 3月の末、神戸に集って頂いて相談した結果、

大きい業者は各県で決めた生産規制の規則は国く守る。もう一つは場産する目

的の為の区画漁業様の拡張はしないし、又しない様に水産庁へも陳情しようと

申合わせ、固く守る段、[ド合わせ書に捺印して取交した訳であります。

その結果、先程も申し上げた様に、 4月も順調に規制が行われたというの

で、肝心の12億のストックを如何にして処分するかという事に早速とりか Lっ

たのであります。幸い 5HのtiJめに大手筋業者の快い諒解の下に大体ストック
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の4割近いものがロット売りと申しますか、大口で買って頂きました。

これは決してソロパンづくで買ったのでなく、この内の 7割以上というもの

が、 5、6ミリで占められ、ネックレスは普通では作れない品物でありますが、

これを買わないで、組合の今後の運営がむづかしくなれば、自分達に直接響く

んだという自党が、大きい業者程痛切に感じていますので、何んとか、組合で

やっている事は組合役員丈の責任でなくて、全国真珠業者の責任にしたい、と

いう様に考えて買って呉れたのであって我々一同ほっとした所であります。

しかし、大きい業者が買ったから倍るのだろうとか、あのイセの集荷というか

生産:は大した事はなかったのだろうという油断は禁物で、一層元気を出して、

今後のストックをどう処分するかという問題に封処して行きたいと思います。

秋になってどの位残るかという事は、今から予想は出来ませんが、大体2億

位は残るのではないかと考えております。しかしこれは、残っても、滞荷資金

が出るか否か心配だったのですがロット売が決定した後に名古屋農中の所長('l:.

会いまして、~\l;1朱業者・が、品物が余り過ぎて売れない為に、今年の集計守が出来

るかどうか心配していると申 HずましたÎ~庁、その点については、オ三!好からも間

く云われていて、 i':昔荷が出来たら滞荷資金を出す様に、そして哀珠業界は良中

のパックアップによる共同販売によって立っているのであるからこの秋は集荷

の事で相当再検討しなければいけないが、集荷資金は!十jす様にと云われている

から、間違いなく出すという確約を得て来たので心配ない事合御報告したいと

思います。

残った冥珠の問題とか、今後の果何方法とかに、この様な!)と慾をくり J居さな

い様に、再検討してやって行く

2.業罪の諸問題について

したいと忠います。

今後の種々の問題につきまして皆さんに報告すると向の意見を混ぜま

して話したいと思います。

(1)宅王座品販売の見通しについて

正Ef事品の販売見通しという事につきましては、ロット売が 4割以 1二も売れた

事によって一段解決した訳でありますが、その他のものについては、毎月の入

札会に5、6千万円づっ売れるのではないかと思います。それによって計算する

と9月には 3億近く残っていく事になる様様ですが、この分については、滞待

資金を出して頂いて売れて来る時迄、置いておこうと思います。 15憶だと大変

ですが、 3億位ならなんとか越せるものと思います。この為に組合が暗礁に乗

り上げる事はありませんから御安心下さし、。何んでもかんでも 3億をも売ると
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いう事は、この;場合策を得てない事だと思います。

(2)本年の生産予想と集荷の問題

次に本年はどの位、品物が出来ゐか、或いは生産状況はどうかという事であ

りますが、私の見当を申上げます。真珠の生産統計というものが、非常につか

みいので、どこにも適格な資料がありません。昨年組合では皆さんに報告頼

って見当をつけてみたのですが種々の関係から正確ではありません。しかし大

体は輸出の統計とか核の売行等から推定出来ます。

32年度は全国で 7，000貿の浜揚がありました。このIl寺は各ナイズ大体ノミラン

スがとれていまして細)豆が80貫、 j豆珠1，400賞、小珠1，200賀、中野!と1，500貫、

大珠1，300貴、特大1.000貰、 9ミリ以とが500貫位で売るのにもさほど苦労しな

かったのですが、 33年度は細庖100賀、)宝珠L100~守、小珠2， 700貫、中珠3，000

賞、大珠1，600買、特大L000貫、 9ミリ j去と500員、合計'10，000貫の生産があっ

たと見当をつけています。

本年はどうかと各地の情報を集めていますが、昨年、相当 5ミリの当年物を

うそり、又今年はやらないので、 5ミリは今年は相当減ると思います。が 6ミリ

は昨年より多いでしょう。総体の数量;については昨年の手持母貝が多かったの

で大体咋年程度に出来るものと思います。生産が10，000設という事は、あまり

怖れないのですが、今年もやはり 5ミリ、 6ミソが偏るという事に苦労がある

と忠います。

今年は既に皆さん作業をやっているのでありますが、やはり生産のあり方を

つかむという事が、いろんな施策を行う Uこ根本になりますので、今年も組合

から匿名での大きい生産状況を調査したいと思っておりますので、その時は御

協力願います。

集荷の方法については昨年度大問題を起した後でございますので慎重に合理

的な方法を考えねばなりませんO これも近々に役員の皆さんに集って貰って共

販委員会の習車、も骨りてどういう点を改めるか相談する手筈になっておりま

す。大体の問題点を参考迄に申上げますと、先づ品物の良いのを優偶して組合

へ集める様にする。次に滞荷したものと、同じ様な品物については、冷偶して

生産を少なくする。主として細厘と5、6ミリです。しかし良質のものは昨年同
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様に扱う。その他のナイズもこの方法で行う。その他、評価会の制度とかやり

戸りふ
μ…験経の

z
f

己)
ムヴはのも

い
h
J
/、νと

。

方

す

もありますので改めていきたいと思いま

(3)生産規制問題

将来についてはまづ第ーに生産規制がありますが、これはなかなかむづかし

いもので哀珠業界の過去を見ましでも具合よく笑行さわしておりません。生産過

剰というよりも生産の不均衡に中心があるにしても共販制度を維持して行・くに

はやはり生産規制という裏付が無い場合は不可能である事は咋年の例で明らか

であります。生産規制を行うという事が業界を助ける喰ーの道だと忠います。

生産規制を止めるのであるならば共販制度も止めねばならない。そうすればn8.
合も不要であると思う。昔の人で俺丈は大丈夫だと力んでいる人もあると思い

ますが、とてもその様な時代ではないのであって、むしろ29年頃でしたら

劣J:lfzで、潰れるものは、潰してやれ、生きる者は生きる、という事もあり得たと

思うのですが、なまじっか共販制度という一つの温床を作って業者・も 2，000人

以上に増えて且、 10，000貫も真珠が出来るという所迄来て、この制度を全部止

めるという事になったら大変な打撃を業界に与えると思いますのでどうしでも

この制度は維持しなければならない。共販制度を維持しようと思えば、好むと

好まぬとに拘らず生産;規制を行わねばならないと思う。今、実施している季節

の制限も、本年度、来年度は幸い母貝の生産が少なくて値も高いという事から

出来た様な訳で、これがtffi貝でも沢山ついて来て、母良が守-1こ入り易い所では

ついやってしまう事になるO 母貝の少ないi守は良いけれど大きくなると、よほ

どしっかりした恭{濯を作っておかなければ規制は雄しい事になると思っており

ます。ですから本年麗及び来年度の母貝の少ない良い機会にしっかりした基礎

を作るが、これも皆さんの協力なしに頭下しにやるという事では倒底、不可能

で、この難しい規制をやる事が今後の業界の死命を制する問題であるという事

をよく徹産して業界を崩さない様にやって行こうと考えている次第です。

その他にどの様な方法が予想されるかというと、この清の審議会で水産庁長

官にも種々質問したのですが、区画漁業構を割り当てるという事はむづかしい

ので許可する場合の付帯条付ーとして筏を制限するのは出来得る事です。これは

未だ三重県ではやっておりませんが、一方に於いて筏の登録制というものをや

っております。一番回るのは他の県では産業主ど奨励する意味から真珠はどんど

んやれという所もあるので、こういう所もよく水産庁と して、大きい

的立場から協力して貰う様な体勢をとる事が大切だと思います。特に区画i魚、業
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穫の許可を知事の権限でやっておりますので、三重県の知事がいくらやっても

他の県ではやらないという事では効果が上がりませんので我々組合としては、

区画漁業構の許可は農林大臣が許可する様にして欲しいという事です。この事

は三重県庁でも反釘しています。この中央集穫の方法は時代の逆行で反針する

人も多いと思いますが結局は区画漁業権を新しく免許する時は水産庁とよく打

ち合わせをして一つの相談づくで方針を決める様にし且、全国的に連絡をとっ

てやれば、~画漁業穫の許可という事に付随して生産を規制するという事が一

番恨本的な問題だと考え、その方でも種々と法律の専門家等も頼みまして研究

して行きたいとも考えております。

(4)金融問題と組合の組織化問題

次に金融の問題と組合の組織化という事ですが翼珠の生産資金は一昨年農中

から出ていたのを昨年度は打ち切られましたが、生産資金を出すのはなかなか

難しい事です。しかし小さい真珠を作ってる者に大きい真珠を作れとか、厚巻

にして呉れとかいう事の裏付には資金というものが必要欠くべからざるものが

ありまして、そういう意味に於ける資金は必嬰だと思います。しかし大きい真

珠を作りますと云って金を借り増産に拍車をかけるのが今迄のやり方であった

ので下手すると薬が議になるのではないかとも考えられますので、この点が今

後の金融で最も難しい点になると思います。

今の全国漁協は組合員が L000人余りありますが、末端にどの業者がどの位の

仕事をしているか、つかめないので各地区に単独の漁協を作って頂いてそれの

連合会組織に今の全国漁協を持って行く。そして生産資金の面倒なり或いは生

産規制については、実情のよく判った単協でやるのが最も望ましいからその様

にやり度いと我々は何回も陳情している訳であります。

最近三重県の方でも…県漁連が一時反苦手jしていたのですがいこの問題が解け

まして業種別組合を組械化しようという気運に向いておりますので、早速我々

もそういう動きのある百ITへ連絡して各地に業種別組合を作る様相談している訳

ですが、この組合が出来れば、金融問題も、各々その経営吠態がわかる訳です

ので浮いものをきUかないで厚くしようとする時は、その組合で貝なり筏なりを

預ってその呼認をするという事も出来ます。こうして初めて合理的に生産資金

を出して良いj状態になる。日生、無制限に因っているのだから会を出せというの

では誼々増産して悪循環をくり返す丈でありますので、こういう事を極力避け

てなるべく為になる資金を出して貰う援に我々は陳情しています。
ちF

」 l千万円以上の会社については開発銀行が資金の面倒を見
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るO 農林漁業金融公庫からは、枠数500以下の小さい業者に組合を組織化させ

て、 7ミリ以上の珠を作るという業者には資金の道をつけてやろうという事に

なりまして10日程前に視察に参りました。

資金を長く貸す喝合は税々条件が難しく先づ組織を作らねばならない。 浜島

とか布施凶は既に出米ておりまして、各地区ともそこを目標にやっている様で

すが、全国漁協としても変な流し方でない資金ならどんどん出して頂く様努力

している訳であります。しかしまだまだスター卜したばかりで、そういう動き

が今、始っているという程度で、この秋j与にIhれば良いのであって、そう{笥単

には出ない。これの担保にはクロ貝をどとる事になると思います。これが為増産

に|古jう誌でしたら我々は借りる事に版カ)又針します。

(5)ネックレスの共販問題

次vこネックレスの共同販売という事について市上げたいと思います。

パラ珠を我々が集荷共販して値を安定するという反面に外国ヘネックレスを売

る場合の値の安定策というものは未だ立て Lなかった。これは逆であって外国

への輸出価格が安定すれば汝っておいてもパラ珠が安どするというのが本当な

のでありますが、業界の実情としてはなかなかi商売人と云いますか愉出力日仁業

者が間給して市価を安定さすという事が難しかった。その為一審νワ寄せされ

る養殖業者が立ちーとって共販制度を作ったというのが今迄の経過です。

我々はその当時2から輸出加工業者に於いて買取をやって r11'価を安定させる事

が車の雨輸を整える事になるのであるから、これが今後一番大事な事になるの

であると云って来たのですが、昨年漸くその気運が笑を結びまして真珠貿取有

限会社というのを作りました。これには、日本の大きい加工業者は治んど包含

されております。そしてネックレスの市仰を安定させるという事を始めた訳で

あります。しかし未だ第 1年度でございまして小手調べ程度の仕事しかやって

おりませんO

3匁 5分連の 5ドノレか8ドノレ位の最もありふれたヰ、ツクレスを手始めにやっ

ておりまして、その結巣3匁5分連は相当イ疫が安定しております。今後は全国

j魚、協がパラ珠な集めて値を安定させるという事にも、ある限度がありますの

で、この前も買取会社の首脳部と相談したのですが、今年は買取会社の資本金

を2億イ立に増資してもっと活設に市価の安定策にi直進しよう、或いは場合によ

っては全国漁協と連繋して、買取会社内部の加工業者に原料を共同販売すると

いう意味で貿取会社が全国漁協の品物を或る程度引き受けると同時に示談売買

という事もやって、潟、協の欠陥を補う様示施策をやろうではないかという事に
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なりました。そうすれば三国人のパイヤー達に安く貿い叩かれる事もなくなる

だろうと思います。この秋には相当活設に働いて呉れるものと思っております。

これが今のネックレスの共販をやって居ります買取会社の服態であります。

(6)輸出版路の積極E的P.Rについて

真珠の輸出は非常に恵まれたl[万患で毎年漸次増加しておりましてユダヤ人が

我々から安く買って行っても向うへ行って安く売らない。

その為価格もあまり崩れておりませんO 一時はパイヤー 1人の儲けが養矯業

者全部のl若け位になった時代もありました。即ち向うが下げないのに当方で勝

手に下げていたからです。が漁協の共販制によってその様な事もなくなったと

思います。しかしこの様に海外の市価も安定しておりますので儲かれば倍る程

パイヤー自身も努力するという事で売行は毎年増えております。昨年の統計で

は大体9，000貴金額にして70倍、をや L下まわる程度です。貿易統計面ではこの

様になっておりますが、これは右手為の関係で大体 100憶は出ていると思いま

す。これは戦前戦後を通して最大のレコードです。本年も我々がこんなに困っ

ているのに売行は突に活設であります。今年の l月から 3月迄の 3ヶ月の間に

2，650賞、 21龍売れております。これは昨年同期の33%増であります。この

に輸出は伸びているのですが、これは愉出業者が努力した結果かというと案外

そうでもありません。即ち売り込むべく会社自体の宣伝はやっておりますが、

哀珠そのもの L宣伝は殆んどやっておりません。一昨年ジェトロ(海外へ宣伝

する半官半民の会社)に政府から補助金を;買いまして、業界でも 300万円位出

して映画を作ったりして向うの宣伝したのが只一度ありましたがその他には殆

んどやっておりませんO 売れるからやらないのだという点もありますが今後は

海外宣伝という事に力を入れて行けば売行についての 1万貫は何も恐るべきで

はなくてこれ以上でも売れる。売行については楽観しでも差支えないと思いま

す。

特に真珠の本質を海外へ宣伝する。即ち 5ドノレ位の真珠と百ドノレもする翼珠

との違いがよく判る様にする事が必要だと思う。それともう一つは御木本だけ

で品物を出していた時は本年このサイズの品物が沢山出来ると思うとそのサイ

ズを多量に使うネックレスをデザイ γ してこれを宣伝するという事をやってい

た時代があると聞いておりますが、これは是非日本の業界でもやらなければい

けないと考えています。 5、6ミリが増えて売れしないから縮めようかという事も

大切ですが、もっと積極的にこのサイズを沢山使ったネックレスを流行させる

様努力するという事をやるべきではないかと思います。これは実際にこの場で
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申上げるだけでなしに輸出組合、加工組合と共に三者が合同してそういう積極

的な面を打ち出す必要があると思いまして、間近い問題としてこれが実現を期

したいと思います。

3.結論として養殖業者への希望

輸出揃から見ると甚だ前途有望だと云い得るのですが現実に我々の身近をふ

り返って見ると、全く皮肉にも青息吐息である。これが輸出が思くなったのな

ら止むを得ないが輸出が伸びているのに何故我々が苦しまねばならないかとい

う調し事をもう一度再検討してみると、養タ直業者が自分の事のみを考えて他人

と協ないで勝手な:事をやっていたという事が今日に至ったのではないかと思い

ます。ですから先程から申上げております様に生産規制という事が今後の唯一

の問題であるので是非実行して頂きたい。英虞j専の業者が一番密嫡の代表と云

われるのですが、今の突虞湾の!伏態では県の筏の規制位ではとても追いつきま

せん。今度の季節制限の時に各地区へ参りましてその事をはっきりと申上げて

来たのですが英虞湾の筏を半分に減らして吊るす数量も半分にしなければ、と

ても復活しないだろうと;考えております。僅か4、5年前は今の作業量の半分で

今の収設と閉じ位上げていたのであります。

現夜この事が'!'IJっていてもそれが出来ず、作業量を殺した事がこの様になっ

たのです。これは業者が自覚しないからだと中とげでも来支えないと思う。

この良い例は内瀬の母貝組合ですが此処は非常に厳格な生産の割当をやって

おりまして、あの様な奥の漁場に於きましでも非常に良い母貝を出していま

す。今年も此処の母貝が一番良かったと思います。

今年は稚貝がつかなかったので筏が空いたという事が一閃となっています

が、その他厳格な生産規制というか、各人が割当を守っているから出来たので

今後内法闘が他の地区を冥似して沢山ゃったら同じ様になると思います。紀 lトi'l

の、内瀬より恵まれた漁場がl、2年?軒並した為にほ貝が見る影もない様になっ

た例も知っています。

この様な例から見てほ貝でさえそうであるのですから、作業した貝でもこの

様な措置をとれば、たやすく良くなると思います。

五ケ所湾は本日見て来た所によると相当ゆっくりと遣いている慌ですが、こ

のま L進んで行ったら英虞湾と同じ奴態、になると思う。もっと極端に云って三

重県の耳珠は皆が、お互に助け合おうという気運が出来ない以上、将来の真珠

の生産地は盟後水道へ移るのではないかと考えております。そういう事の無い

様、三重県の!主業を生かすという大きい目で見る迄もなく、 5.ケ所湾は五ケ所
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湾の業者が真珠の声価を維持し、五ケ所湾丈は大丈夫だという様にやって頂き

たいというのが切なる希望であります。

昔から養殖業者の通幣でありますが、組合で何んとかして下さいとか、愉出

産業だから国で助けて下さいとか、よく云いますが、勿論莫珠の産業というの

は輸出産業として外設を獲得しておりますので国や県で保護育成するという事

は当然だと考えるのは悪い事ではありませんO しかし他力本願というのは却

々実を結び難いもので、やはり業界を刷新するには下から盛りとった力と柄方

相侯って始めて仕事が出米るのではないかと思います。

特に最近、組合の仕事に関係していて痛切にその様に思うのですが、幹部が

なんとかして呉れるだろうとか、悪い事は全て組合が悪いのだという考え方が

習慣になっておりますが、この様に考えている聞は何も出米ません。自分等で

やれる丈努力して、そして国や県の力を頼むという様にしたいと思います。

生産規制問題等、非常に難しい問題がありますが、研究会の若い方々が自覚

を持って協力して、下から盛り上がる力で組合を押しとげて頂きたい。そうす

れば我々も張合が出来、熱意も湧いて来るのであります。

X線による真珠の鑑定策

アメリカみやげ話 (1)

中 原 時

五番街の47丁目と云えば大きな宝石、賀会属高が宇「を並べた、ニューヨーク

でのこれらの取引の中心地と云ったところです。

2月のある日、私はこ Lに「アメリカ宝石学研究所」と云うものがあること

を聞いて見学に行きました。これはロスアンゼノレスに本部がある宝石の鑑定犀

で、ニューヨークのは支所になっています。行ってみますと、ビノレのー|璃をか

りた小さなところで、カードには「宝石と冥珠の科学的鑑定、アメソカ宝石学

研究所 (GemologicalInstitute of America) Jと書いてあります。受付は病

院の待合室のような感じで、窓口から名車Ijを通じて来意をつげると、すぐに主

任のクラ乙/エスと云う人が出て来て私を研究室に招き入れました。幸い来容が

なかったと見えて夜、は約30分の間説明をきくことが出来ました。

※ 1959年 6月12日夕ー現
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こ与の一番大きな仕事はダイヤモンドの評価と真珠の鑑定であるとのことで

Lた。真珠の鑑定と云うのは主に天然か養殖かを見分けることで、それには以

前は比重の測定、エンドスコープ、 X線廻折などの手段を使ったこともあるそ

うで、それらの機械も並んでいましたが、現在では唯一の確実な方法として、

X線透視写翼が使われていました。機械は50KV程度の小さなものでしたが、

かなりの大サイズのものでもきれいに内部構造が写されていました。その時見

せてもらった、沢山の原板の中から数枚を借用して焼きつけたのがこ Lにお見せ

する写真です。

クラνエス氏の説明によりますと、 (1)は養殖真珠のチヨカーで比較的良質の

もの、 (2)は養殖真珠のパロックを使ったネックレスです。雨方共真珠層の)享さ

や穴あけの良否などよくわかります。又パロックの珠に多い核と真珠層の間の

写真で白く見える部分は有機質で、これがある部分は元米黒く νミとなって現

われるものですが、これらの珠は漂白されたためにνミは見られなかったとの

ことです。その他色々の説明を聞いてみたところ、このような問題についての

知識はかなり豊富のように思われました。 (3)は直径13ミリもある大きい珠です

があきらかに養殖であることがわかります。厚巻のために外観上は天然冥珠と

区別することは出来ませんが、この程度の大きな珠になりますと天然か養殖か

と云うことは価格の決定の上でずい分大きな問題だと云うことです。 (4)は良質

の天然真珠で規則正しい同心円肢の構造が出ております。

養殖翼珠全盛と忠、われる今日でも一部の人々の問では良質の天然真珠ネック

レスが l本平均3万ドノレから 6万ドノレの価格で取引されていると聞きます。そ

れらの人々の聞に天然真珠に封する特別な愛斎が強く残っているために、この

ような鑑定屋がかなりの量の仕事をしているものと思われます。

付記 中原崎氏は国立真珠研究所の技官で生理組織研究室に在籍され、昭和32年10月

より動物のカノレジューム代議!研究のため=ユ{ヨ{ク大字に留学さわし去る 5月

に帰朝されたので、こ与に興味深いお話を頂いたわけで、ある。感謝すると共に

今後の御指導をお願いする次第である。(白井)
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真珠養殖業者の税務調査の受け方※ 作税理士伊 原 良

(全国真珠漁業協同組合)

税務調査の受け方に付詳細を説明。昭和31年5月全国真珠漁協、伊勢青色申告会編(青色申告用前編、真珠養嫡業者の標準街易Ip長簿のつけ方)の

後編となる本事業の経理の主点をなす原価計算および年末決算の方法に付説明をした。

(例)

浜努

売 上

販売

;台 、育成介

期 末在高

1(1 反
則

F

命
日

原 価 算 表計

( [i支援後 2，624，038円) (一般費 1，014，839向)

53同

5%  

1 3 1， 2 02円

10% 

262， 4 0 4向

25% 60% 

1.574，422向6 5 6， 0 1 0円

(1)例売 上6，274，000 原flfii4，481， 463 経狩1，014，839=所得777，698 {売上6，274，000+期米5，028， 935 = 11. 302， 935 
(2)例〈

(邦H喜3，223，360+仕入3，663，000+任後世1[2，624，038+一般tJn，014， 839 = 10，525.237 ※ 1959年5月31日五々所、南海地区研究会講演婆ET
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統組織の育成と資金皆既の立場から漁業協同組合転貸としたい怠向。

例措置期間及償還期限

据置期間 2ヶ年以内

償還期限2ヶ年以内(据置期間の外)

付担 保

不動産

但し融資釣象施設の養殖筏、吊龍、ほ貝はtCi保にならない。

(別融資限度と融資額

5，000千円以内であって所要資金の60%以内。

付償還計画

融資象施設により生J主された真珠を、全国真珠養液漁協又は地区漁業協

同組合を通じ出品守する事とし、 ~rî代金中より積立償還に充当せしめる。

その為出符組合と借f受人の連名による誓約書を徴求する。

(ゆ受託金融機関

融資は、受託念融機関を通じて融資される。

受託金融機関

漁業協同組合を通じ個人又は会社に転貸される吻合は農tt中央金庫。

組合員以外の個人又は会社の湯合は銀行。

dS 借入者の心づもり

以上が今回の融資の大体の骨子でありますが、内容個々について見ますと、

零細規模の経営が大半を占めている養殖業界に取って、改正されたとは:z:え、

まだまだ正直に言って高嶺の花である事は否定出来ません。

例えば

イ.貸付金の最高限度 5，000千円は兎も角として、融資率60%以内では自

己資金調達が困難。

ロ 所要資金の約70%~80%を占めるほ貝が単独で融資の封象にならない

事。

ハ 資産の大部分を養殖施設に投入している養殖業者に取って、それ等の

施設が担保の釣象とならず、他の不動産その他の担保が必要とされ

る点。

ニ 養殖業者の経営規模から云って、50台未満の業者が多散を占めるのに、

この層が外された事。

等まだまだ業界の希望が全部織り込まれているとは言えません。然し何事
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も一度で万全を混むのは無理で、折角路は聞かれたのですから、整備された

受入体制の下に融資基本方針にそい資金を導入し所期の成果が挙げられるな

ら、持vr次実態に応じた方向に改正されて行く挙と信じます。

唯心配する事は、本年は養殖業界に取って概めて重要なl時期であり、 3害IJ

生産規制を白律的に踏切って、 i必靴なCtTにこの趣旨をつらぬく事にあらゆる

努力を統けている時、安易な考えからおしこの資金が利用され Lば、かえっ

て増産につながる恐れも多分にあり、業界に取って悔を千歳残す事となる事

を愛うるのであります。水座長官の通牒にもノjとされている様に、あくまで本

資金は真珠の品質の向 L:(養勉j明間の延長、常織防止)と組成のバランス調

教等の為の合理化資金であり、単に増Jtfに結びっく事業資金であってはなら

ない事を深く理解されたいのであります。

養婚事業は一般的に過去数年真珠の女子況に交えられ、急、迷に1l判長して米ま

した為、資金繰りにも無理があり、企業の自己資金比本は決して良好と云

いえませず、この事が経営を不安定にし、これを糊塗する為、薄巻、早J誌の

忠循環をあえてせざるを得ないのが現肢でありまして、安易な計画に主主く融

資はかえって金利負担の増大となり、今後の事業に忠影響を与へる結果とな

る事を考え、ー融資を受けられる時に借りて置かねば損んだ勺、誰彼が借り

るから借りて置こう、と云う!瓜な無定見な:考え方からの借入('1厳にj¥ltくべき

でありましょう。

無論農林漁業金融公庫、受託金融機関の審査もあり、ずさんな計画では簡

単に融資が'支けられるものでなく、特に本年は f手字情置もi構じておられない

様でもあり、多くの融資は期待H:i米ない 1事惇にもありますので、充分公庫融

資本米の主旨を理解、生産の合Hll化を法調とした ¥'{il]¥な事業計I扇!と、資金百十

i尚に基く自信のある資金を主導入と、この資令の適正な!日による経営の安定

と事業の発展を期せられる様念願する次第であります。

付記

この話しは6Fl7臼紀州地区の懇談会の節行ったものですが、

其の後水産庁、農林漁業金融公庫の方々とお自にか L り、はっき

りした点については訂正致しましたから御了本下さい。
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一一・的矢湾整燐研究所←ー

(的矢湾主主鍋研究所及佐藤養殖場)

的矢湾設嘱研究所は昭和5年、三重県志摩郡磯部町的矢に創立した。

もともと昭和2年頃から的矢湾に於いて天然のカキのラーパの発育がよい事

からヒントを得られ最初の後燐を笑施されたが、同時に採l官の研究の必要上か

ら同研究所を設立されるに至ったのである。

的矢湾の稜鱗の特徴は、 従来の後燐に於いては全てH(荷を宮城県から移殖す

る事によっていたが、がj9d常に於いては同地で持前をとり養成するので発育が

非常によく (8ヶ月で成熟)従ってその促成的な新らしい養描法を考え出され

た事である。

爾来今日に至る約30年間後噺に関する研究はもとより、我国で最も良質真珠

を生産する的欠湾の特異な海洋条件の継続調査、及び館料としてのプラシクト

シの研究に専念され、同湾に於ける学問上の基礎となっている。

昭和24年、従米の養娯と並行して真珠養継を開始されるやアコヤガイの基礎

的研究を行い、カキの飼育経験を応用してもっとも安全且有利なアコヤガイの

飼育法を澗ベ優秀漁場を充分利用する基礎を確立されている。

この的矢湾が実際に優秀な化粧を漁湯である事をfiiFI列したのは昭和24年頃で

それ迄は数軒しか捻殖も行っていなかったのである。
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統計みによれば昭和23年には2∞台しかななったものが、 29年には20倍の4，000

台にも矯加し、 32年には更に 7，000台という多数に上り、従って浴殖の影響が

あらわれている。それし故、間研究所では的矢湾のみならず三重県全般の問題で

ある筏の適正密度の'#{.出の基縫となるべく、アコヤガイを人工的にタンク内で

飼育しプランクトンを投与する笑験を継続されている。

この研究は県庁水産課の委託によるもので三重県立大学、国立主珠研究所及

び水産試験場の各々によって相協力して結論付けるために行われているもので

ある。

この他、昨今問題になっている伊雑ノ浦をせきとめて淡水化し、 j謹現用水と

する農林省の志摩綜合開発計画に、真珠養殖上、かくべからざる化粧巻漁場を

縫保するために、反封陳情を行っている全国真珠漁協及び的矢湾関係業者の学

問的裏付けとして佐藤所長の報告が唯一の資料となっている。

担、同研究所は現在、有限会社佐藤養殖場の付属研究所であり、真珠養殖業

者 2千数百軒の中にも他に見られない存在である。

問所の所長、佐藤忠勇氏は明治40年に北海道帝大水産科を卒業され、今日、

水産、浮混生物界の大先輩であるが、尚現在海を前に捜えた同研究所に於いて

実際の研究と後輩の指導に当り、アコヤガイの生理、生態及びプランクトンの

培養とアコヤガイの飼育の研究に努力をしておられる。瀬

同研究所は研究室、実験室3を含む一棟と特許ーである佐藤式カキ浄化装置を

設備したタンク室一棟からなり、苦手に面しているためにポンプにより直接大量

の海水が実験室内に注排せられる点で、どこの研究室よりも優れている。

佐藤式カキ浄化装置は、 j屯米安摘されたカキは生食される事が多いにか Lわ

らず、そのj争犯j去は極めて簡単で単に塩素による消毒をしていたにすぎなかっ

たので、紫外線によって滅菌した海水を垂直にνヤワーし下から排水するタシ

クを作りその中聞にカキを並べれば僅かの時間で完全に無菌カキになり、市も

最少阪の滅菌iiH:水により(lケ当り l.e/h)最大量のカキを処理出来るのが特許

の方法であり、これ以後、佐終養殖場のカキは「清浄的矢ガキ」として全国の

一流ホテルに専門に直輸送している事で有名である。

更に現在ではこの流水装置を真珠養頬面に応用し、アコヤガイの集約的飼育

の実験を実施中である。

こういった私立の研究所が、かくも長年月に豆り経営され、業界にも認めら

※研究員としては、北大出身の阿山氏と東北大学から臨時に研究にきておられる安達

氏がおられ犬Aアコヤガイの生理、生態、タンク飼育、プランクトンの培養及び的矢

i去の海洋調査に関する諸研究を担当されている。

-29-

















2.税務問題について

IiE業務部長 伊 )51 良作氏

3.33年度試験養殖の結果

特に五ケ所湾について三重水試技師 木付三郎氏

4.民掃除の時期及び貝婦除のぼ貝に及ぼす影響

国立真珠研究所研究課長 太田 繁氏

午後の部に入るに先立ち、県会議員の里中氏が偶々御出席になり、~珠審

議会の委員の立上浮からJ突拶を頂いた。

太田技官の講演の後、質問に応えて月下技官が従来i与に報告されている貝

婦除の問題について説明し、後総括資問を行い午後4時に閉会した。

討 議

中村忠臣:昨年)豆珠が多かったので

中ナイズをやれというのでし

たが、今年又これが多くなっ

たので7、8ミリをやれという

と米年に又このナイズが安く

なると思うがこの点どうか。

活関:そういう問題は起きているが

7ミリ以上はチヨーカーで非

常に沢山売れるし、 7ミYは

核の売れ行きから予感しでも

3年後には相当出るだろうが、

今それをやめろというには一

寸時期が早い。

こういった予告は I年毎にし

ないと 3年後の事は予想出き

ぬ。そのJえから考えると今年

は6ミリから 6ミリ半迄が多

くなり、一寸売れにくいのじ

ゃないかと思うが、 7ミリは

まだ大丈犬と思う。

7ミリ 8ミリならば l万5千

員位出きても売れるのじゃな

いかと思っている。

こ.'..2、3i中;は5、6ミリ釣策を

せねばならず、皆様もいろい

るな事情で小さいものをやら

ねば仕方がないと思うから、

5、6ミリの核を入れ Lばなる

べく長くおいて、 7ミリにす

るようにしてほしいと忠、う。

やるなといってもやらぬわけ

に行かぬ。

中村真一:2割の精算は何時になる

力、。

凶i尚:結論からい Lますと品IHJ援と

5、6ミリは最も望みが少い。

]朱丈か Lえていたのでは因る

ので何とか沢山売る事に努力

しているが、 8割は既に渡し

てあるので、これより下廻っ

て売って払い民して下さいと

いうわけにはいかんので8剖

円

J
n〈
U





以下にならなし、様、戎程度「ij

をもって売り込むようにした

いと思う。

こういう点からも5、6ミリの

2割の金は申し訳けないが舟

を暗礁にのりヒげないという

封策のためにまず見込みがな

いと思って頂きたい。

細[!J'f.等市f阪がぼう落したのに

採算が合わないというので高

い評価をした事もありました

が、 8割があの時の市価であ

ったから諦らめて下さいとい

うより致し方がないと思いま

す。

!豆珠と大以上は現在評価額以

上に売れているので2割以上

の配当があると思う。

支払の時期ですが、 5、6ミリ

が例えば 3億残ったとします

と、品物が残っていても払う

のかという問題が農中でも起

きてくると，思う。

それでまず、農中の了承を願

って残った分については滞荷

資金を出してもらい一応の決

算をする。

その場合なるべく 5、6ミリよ

りも 7ミリ以上が集まらない

のであるから、この 2割を出

さぬと今年の集荷に影響する

と申主げて出してもらい 8月

末にストックの!伏態をみた上

で残っていない品物を決算す

るという様に頓むつもりでお

ります。

大変申訳けないと思いますが

非常事態ですので1A'jl了承願い

たい。

上里子徳兵衛 :7ミリを作れといわれ

ても燥では漁均はわるいし、

資金がないから出きない。

それ故、 6ミリを作るより仕

方がない。

現在、組合から不渡りをもら

っている織で不安でしかたが

ない。

l当光:そのJえあちこちから非難をこ

うむっているのだが、業界の

大きい問題が12櫨もか Lえて

売れないんだから先程もいっ

た様に2割をよこせといって

もtHきない事で、組合をつぶ

さないという事が大切と思う

会員:組合の評価額がよかった Lめ

に、組合に沢山もちこんだの

である。

それ故、こうなったのも組合

に責任がある。

西岡:街1尤もであるが、評価額がよ

かったのじゃなく一昨:年問機

の評価をした。

しかし、生産量が多かったの

で評価額よりも、 2割も下で

主主殖業者がどんどん売るよう

な事になったのである。

組合はfl1価がドっても一定の

線で下げなかったからそうい

GJV 
つ叫



うll，が出きたので吊り J二け、た

のではない。

ネックレス業者に言わすれば

勝手に安売りしているのじゃ

ないかというし、反昔、}に業者

にいわすれば安く II[Jくのじゃ

ないかというが、これは沢山

出きたものは安くなるという

のが経済の原理で、ある。

↑由[をきめるときに狩様の{¥:;cf;と

と協議したが尚くきめる事ば

かり主張して安くきめると日ヒ

られたものである。

今になってそんな事をいわれ

るが仲々組合の運営は難かし

いものである。

あの時は 8引で市価と同額に

売ったのだからこの際はあき

らめてもらいたいというより

今となっては致し方がない。

(賛成拍手あり)

上野孝:今ifの集荷は何月からか?

副[1'昨集何が)J1いと汚むきをすると

いうのと、平くしないと安売

りをするというのと意見が二

つに分れる。

しかし今年は少々淫く始める

というのにかたむくと思いま

す。

品質をよくするというのが重

点になってきたので10月にな

ると忠います。

伊勢谷:ナイロン通しの穴はいつあ

ければよいか?

太上13:厳うあCな試験は今迄にないが、

これよ与に判っている;真珠宍形

成日数から考えれ¥i

6月-24 1':1 

7月一 11日

8月 15n 

9月一 141"1 

10月一 27日

11月 30日

であるから少くともこの期間

にドリルで刺戟を与えれば思

い珠が出きるので、Iとめた方が

よし、。

(本誌3(9)太田氏の報告i若手照)

6月 l日午前 8時半より 10時迄、五ケ所i45の筏の}伏iYl.t兄察を行った。

本年3割規制を全国的に実施しているが、五ケ所湾は単独で更に筏の配置、吊

数等に検5すを加え恒久的な針策を実施するべく、丁度斯界の専門家が多数集ま

ったので漁協を中心に行ったものである。

視察団 国 研:太旧、丹下

水 試:木村

研 究 会:佐藤、山本清哉、山本文栄、白井

全国哀珠j魚、協:{jI原
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